
資料 ４

森林環境税（仮称）の創設と新たな森林管理の仕組みについて

１ 森林環境税（仮称）の創設

（１）平成３０年度与党税制改正大綱（H29.12.14） 基本的考え方

・森林吸収源対策に係る地方財源の確保

「前略・・・自然条件が悪く、採算ベースに乗らない森林について、市

町村自らが管理を行う新たな制度を創設することとされており、森林

関係法令の見直しを行い、平成３１年４月から施行することが予定さ

れている。その見直しを踏まえ、平成３１年度税制改正において、市

町村が実施する森林整備等に必要な財源に充てるため、以下を内容と

する森林環境税（仮称）及び森林譲与税（仮称）を創設する。」

（２）森林環境税（仮称）及び森林環境譲与税（仮称）の制度

別添資料のとおり Ｐ１～３

２ 新たな森林管理の仕組みについて

（１）骨太の方針（H29.6.9閣議決定）

攻めの農林水産業の展開

「森林の管理経営を意欲のある持続可能な林業経営者に集積・集約化

するとともに、それができない森林の管理を市町村等が行う新たな

仕組みを検討する。」

（２）内閣府 規制改革推進会議 農林ワーキンググループでの検討

第１回農林ワーキング ９月開催

第６回農林ワーキング １１月６日開催

森林・林業に関する提言について（別添のとおり） Ｐ４～７Ｐ３～７

１～２
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総務省検討会報告書資料に加筆

1,000円/年

私有林人工林面積、林業就業者数、
人口により按分

市町村（9/10）・都道府県（1/10）

※都道府県を経由

●間伐
●人材育成・担い手確保
●木材利用促進、普及啓発
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